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東海市条例第３０号 

 

東海市ホテル等の誘致に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、市内へのホテル等の誘致を促進することにより、観光の振興及

び地域経済の活性化を図り、もって市勢の発展に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 ホテル等 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条第２項に規定するホ

テル営業（以下「ホテル営業」という。）及び同条第３項に規定する旅館営業（以

下「旅館営業」という。）の用に供する施設のうち、風俗営業等の規制及び業務の

適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第５項に規定する性

風俗関連特殊営業の用に供する施設を除く施設をいう。 

 ホテル等事業者 ホテル等においてホテル営業又は旅館営業を営み、又は営も

うとする法人又は個人（第三者に営ませ、又は営ませようとする法人又は個人を

含む。）で、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員又は当該

暴力団若しくは当該暴力団員と密接な関係を有する者（以下「暴力団員等」とい

う。）でないものをいう。 

 新設 市内にホテル等を有しないホテル等事業者が市内に新たにホテル等を設

置し、又は市内にホテル等を有するホテル等事業者（以下「ホテル等所有者」と

いう。）が当該ホテル等を改築する（当該ホテル等の全部を改築する場合に限る。）

ことをいう。 

 増設 客室の数の増加を目的として、ホテル等所有者が市内に有するホテル等

を増築し、若しくは改築し（当該ホテル等の全部を改築する場合を除く。）、又は

市内の他の場所にホテル等を設置することをいう。 

（ホテル等誘致交付金） 

第３条 市長は、市内へのホテル等の誘致を促進するため、ホテル等の新設若しくは
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増設をし、又は市内でホテル等の事業を開始したホテル等事業者に対し、ホテル等

誘致交付金（以下「交付金」という。）を交付する。 

２ 交付金の種類は、次のとおりとする。 

 ホテル等新設交付金 

 ホテル等増設交付金 

 ホテル等事業運営交付金 

（認定要件） 

第４条 市長は、ホテル等事業者が次の各号に掲げる交付金の種類の区分に応じ、当

該各号に定める要件に該当するときは、当該ホテル等事業者を当該交付金の交付対

象ホテル等事業者として認定することができる。 

  ホテル等新設交付金 ホテル等の新設をしようとする場合において、次に掲げ

る要件に該当すること。 

 ア 次に掲げる市内の区域のいずれかにホテル等の新設をしようとすること。 

 市内の鉄道駅（移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及

び設備に関する基準を定める省令（平成１８年国土交通省令第１１１号）第

１条第５号に規定する鉄道駅をいう。）から１キロメートル以内の区域 

    幹線道路に面する区域 

 その他市長が特に必要と認める区域 

イ 当該ホテル等の建築費が１億円以上であること。 

ウ 当該ホテル等の客室の数が５０室以上であること。 

  ホテル等増設交付金 ホテル等の増設をしようとする場合において、次に掲げ

る要件に該当すること。 

  ア 前号ア から までに掲げる市内の区域のいずれかにホテル等の増設をしよ

うとすること。 

  イ 当該ホテル等の増設に係る建築費が２，０００万円以上であること。 

ウ 当該ホテル等の客室の数を１０室以上増室し、増室後の客室の数が５０室以

上であること。 

  ホテル等事業運営交付金 ホテル等（ホテル等新設交付金の交付対象ホテル等

事業者として認定を受けたホテル等事業者が新設をしたものに限る。）に係る下水

道使用料を負担すること。 
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（交付金の交付） 

第５条 市長は、前条の規定により認定したホテル等事業者（以下「認定ホテル等事

業者」という。）に対して、当該認定に係る交付金を交付するものとする。 

（交付金の交付期間） 

第６条 交付金の交付期間は、次の各号に掲げる交付金の種類の区分に応じ、当該各

号に定める期間とする。 

 ホテル等新設交付金及びホテル等増設交付金 当該家屋に最初に固定資産税及

び都市計画税を課することとなった年度（当該年度においてホテル等の事業を開

始していない場合にあっては、事業を開始した日の属する年度）を初年度とし、

５年度 

  ホテル等事業運営交付金 ホテル等の事業を開始した日の属する月から起算し

て６０月 

（交付金の額） 

第７条 交付金の額は、次の各号に掲げる交付金の種類の区分に応じ、当該各号に定

める額（その額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）と

する。 

 ホテル等新設交付金 前条第１号に規定する交付期間内における各年度におい

て、当該ホテル等の土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税に

相当する額。ただし、その額が１年度につき１億円を超えるときは、当該年度は

１億円とする。 

 ホテル等増設交付金 前条第１号に規定する交付期間内における各年度におい

て、当該ホテル等の土地（増設のために新たに取得し、又は借り受けた土地に限

る。）、家屋（増設をした部分に限る。）及び償却資産（当該ホテル等の増設をした

年度と同一年度に増設に伴い取得したものに限る。）に係る固定資産税及び都市計

画税に相当する額。ただし、その額が１年度につき１億円を超えるときは、当該

年度は１億円とする。 

  ホテル等事業運営交付金 前条第２号に規定する交付期間内における各年にお

いて、当該ホテル等に係る当該交付期間内に属する月分の下水道使用料の合計額

に相当する額。ただし、その額が１年につき５００万円（当該ホテル等の客室の

数が１００室以上であるときは、１，０００万円。以下この号において同じ。）を
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超えるときは当該年は５００万円とし、当該交付期間内におけるホテル等事業運

営交付金の合計額は２，５００万円（当該ホテル等の客室の数が１００室以上で

あるときは、５，０００万円）を上限とする。 

 （権利義務の移転） 

第８条 認定ホテル等事業者について、合併、相続、譲渡等による承継があった場合

は、当該認定ホテル等事業者に対するこの条例による権利義務は、その承継人（暴

力団員等を除く。）に移転する。当該移転があった後において、更にこれらの承継が

あった場合も同様とする。 

（認定の取消し） 

第９条 市長は、認定ホテル等事業者（前条の規定による承継があった場合は、その

承継人を含む。以下同じ。）が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該

認定を取り消すことができる。 

 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。 

 暴力団員等であることが判明したとき。 

（交付金の不交付等） 

第１０条 市長は、認定ホテル等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交

付金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部

を返還させることができる。 

 前条の規定により認定を取り消されたとき。 

 第６条に規定する交付期間（以下「交付期間」という。）内において、第４条各

号の要件を欠くこととなったとき。 

 ホテル等の事業を廃止し、若しくは休止したとき又は廃止若しくは休止の状況

にあると認められるとき。 

 交付期間内において市税、水道料金及び下水道使用料を滞納したとき。 

 固定資産税、都市計画税及び下水道使用料の額に変更が生じたことにより、当

該変更後の固定資産税、都市計画税及び下水道使用料の額を基に算定した交付金

の額を超えて交付金の交付を受けることとなったとき。 

 偽りその他の不正の手段により交付金を受け、又は受けようとしたとき。 

（報告及び立入調査） 

第１１条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、認定ホテル等事業
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者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をしてホテル等への立入調査をさせる

ことができる。 

（観光振興活動等への協力の要請） 

第１２条 市長は、認定ホテル等事業者に対し、観光振興活動、産業振興活動及び地

域住民等に対する地域貢献活動に協力するよう求めるものとする。 

 （用地のあっせん） 

第１３条 市長は、ホテル等の新設又は増設をしようとするホテル等事業者に対し、

用地のあっせんをするよう努めるものとする。 

（委任） 

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 


